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町
体
育
協
会
ス
ポ
ー
ツ

大
会
開
催

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

平
成
２５
年
度
結
核
検
診

（
２
次
）日
程

「
保
健
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ
」

ご
存
じ
で
す
か
？

「
中
退
共
」
の
退
職
金
制
度
な
ら
、

掛
金
に
国
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
町
民
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

▽
日
時
　
８
月
２５
日（
日
）午
前

８
時
集
合

▽
会
場
　
下
仁
田
中
学
校
体

育
館

▽
種
目
　
一
般
女
子（
家
庭
婦

人
を
含
む
）

▽
参
加
資
格
　
町
内
在
住
・
在

勤
者
で
編
成
し
た
チ
ー
ム・
オ
ー

プ
ン
参
加（
近
隣
町
村
チ
ー
ム
）

▽
申
込
期
限
　
８
月
１６
日（
金
）

※
組
合
せ
は
大
会
当
日
行
い

ま
す

●
町
民
武
道
大
会

▽
日
時
　
８
月
２５
日（
日
）午
前

９
時
開
会
式

▽
会
場
　
下
仁
田
分
庁
舎
道

場
　

▽
参
加
資
格
　
町
内
在
住
・
在

勤
・
在
学
者
・
各
教
室（
団
）所

属
の
者
で
１
人
１
競
技（
団
体

戦
は
除
く
）

▽
申
込
期
限
　
８
月
９
日（
金
）

●
町
民
テ
ニ
ス
大
会

▽
日
時
　
９
月
１
日（
日
）午
前

８
時
３０
分
集
合

雨
天
の
場
合
は
９
月
８
日（
日
）

▽
会
場
　
サ
ン
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド

▽
参
加
資
格
　
町
内
在
住
・
在

勤
者
・
在
学
者

▽
種
目
　
男
子
シ
ン
グ
ル
ス・
女

子
シ
ン
グ
ル
ス・
初
心
者
ダ
ブ
ル
ス

▽
申
込
み
期
限
　
大
会
当
日

午
前
８
時
３０
分
ま
で

▽
問
い
合
わ
せ

町
体
育
協
会
事
務
局

q
８２
‐２
１
１
１

内
線
７
１
４

▽
日
時
　
８
月
１９
日（
月
）

午
前
の
部
　

午
前
１０
時
〜
正
午

午
後
の
部
　

午
後
１
時
〜
３
時
３０
分

▽
場
所
　
役
場
町
民
ホ
ー
ル

現
在
、血
液
が
不
足
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

国
の
制
度
だ
か
ら
安
心
・
確
実
！

●
新
規
加
入
や
掛
金
月
額
を

増
額
す
る
場
合
、掛
け
金
の
一

部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

●
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
、手

数
料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

外
部
積
立
型
だ
か
ら
管
理
が

簡
単
！

●
従
業
員
ご
と
の
納
付
状
況

や
退
職
金
試
算
額
を
事
業
主

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
退
職
金
は
、中
退
共
か
ら
直

接
従
業
員
へ
支
払
わ
れ
ま
す
。

◎
パ
ー
ト
さ
ん
も
ご
加
入
い
た

だ
け
ま
す
。お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
独
）勤
労
者
退
職
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業

本
部

q
０
３（
６
９
０
７
）１
２
３
４

ＦＡＸ
０
３（
５
９
５
５
）８
２
１
１

http://chutaikyo.taisyokukin
.go.jp/

▽
対
象
者
　
平
成
２５
年
４
月

１
日
現
在
６４
歳
以
上
で
、今
年

度
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
を
受

け
て
い
な
い
方

▽
受
診
料
　
無
料

※
感
染
症
法
に
よ
り
６４
歳
以

上
の
方
は
、年
１
回
胸
部
レ
ン

ト
ゲ
ン
撮
影
を
受
診
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

▽
問
い
合
せ
先

健
康
課
保
健
環
境
係（
保
健
セ

ン
タ
ー
内
）

q
８２
‐５
４
９
０

８
月
の
ふ
れ
あ
い
広
場
に
つ
い
て

通
常
、第
２
火
曜
日
に
ふ
れ
あ

い
広
場
を
開
催
し
て
い
ま
す
が
、

８
月
は
６
日
の
第
１
火
曜
日

に
な
り
ま
す
。ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▽
お
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー

q
８２
‐５
４
９
０

　

■下仁田町役場
■保健センター
■下仁田町公民館
■下仁田厚生病院
■荒船の湯
■ふるさとセンター
■下仁田町自然史館
■防災無線電話応答サービス

82-2111
82-5490
82-3535
82-3555
60-6004
82-5345
70-3070
82-4433

q
q
q
q
q
q
q
q

時　間

０９：３０～１０：００

１０：３０～１１：００

１３：００～１３：３０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０�

検診日

８
月
２７
日(

火)

場　所

馬山生活改善センター

青倉社会体育館

本宿社会体育館

小坂１３区公会堂

下仁田町保健センター
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―
口
座
振
替
が
お
得
―

　
国
民
年
金
保
険
料
を
前
納
で
き
ま
す

　
国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、一
定
期
間
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
前
納
制
度
が

あ
り
ま
す
。
前
納
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に
な
り
ま
す
。

　
現
金
納
付
で
６
か
月
分
の
保
険
料
の
前
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内

書
」
に
付
い
て
い
る
「
下
期
」
の
納
付
書
（
平
成
２５
年
１０
月
〜
平
成
２６
年
３
月
の
６
ヶ
月
分
を
ま
と
め

て
納
付
す
る
と
き
に
使
用
）に
よ
り
、平
成
２５
年
１１
月
１
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、口
座
振
替
で
６
か
月
分
の
保
険
料
を
前
納
す
る
と
、さ
ら
に
お
得
で
す
。
口
座
振
替
で
保
険

料
の
前
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、８
月
末
日
ま
で
に
金
融
機
関
ま
た
は
年
金
事
務
所
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。
お
申
し
出
の
際
に
は
、①
預
貯
金
通
帳
、②
預
貯
金
通
帳
届
出
印
、③
基
礎
年
金
番
号
が
分

か
る
も
の（
年
金
手
帳
、国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど
）を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、保
険
料
を
前
納
し
た
期
間
中
に
、就
職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、そ
れ
以
降
の
期
間
の
保
険
料
は
還
付
さ

れ
ま
す
。

　
※
６
か
月
分
の
保
険
料
を
前
納
す
る
場
合
の
割
引
額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◎
保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
方
に
は
電
話
に
よ
る
納
付
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す

保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
で
未
納
と
な
っ
て
い
る
方
に
対
し
て
、日
本
年
金
機
構
が
委
託
し
た
会
社
が

電
話
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
の
ご
案
内
を
し
て
い
ま
す
。こ
の
際
、個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る

こ
と
に
つ
い
て
お
尋
ね
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、電
話
に
よ
る
ご
案
内
は
、平
日
だ
け
で
は
な
く
、土
・
日
や
夜
間
に
も
し
て
い
ま
す
。

大
事
な
年
金
の
受
給
権
を
失
わ
な
い
た
め
に
、保
険
料
は
き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
保
険
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

・
高
崎
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課（
q
０
２
７
・
３
２
２
・
７
７
３
１
）

毎
月
現
金
で
納
め
る
場
合

現
金
で
前
納
す
る
場
合

口
座
振
替
で
前
納
す
る
場
合

８
９
、
５
１
０
円

８
９
、
２
１
０
円

７
３
０
円
割
引

 

１
、
０
２
０
円
割
引

１
５
、
０
４
０
円
×
６
か
月 

＝ 

９
０
、
２
４
０
円

お問い合わせ　健康課保健環境係（保健センター内）　q８２－５４９０

スズメ蜂の巣駆除費用の
補助助成します

蜂の巣駆除道具等を
無料で貸出します

�町民等（法人は除く）に対し、スズメ蜂の巣駆除に要
した費用の一部を補助します。

対象者：蜂駆除専門業者によりスズメ蜂の巣を駆除し
た方。但し、町税を滞納していない方。

補助金額：駆除1件当たり駆除に要した費用２分の１と
し、1万円を限度とします。

補助金申請方法：スズメ蜂の巣駆除を実施した日から
１カ月以内に次ぎの書類を添えて申請してください。
�〈１〉スズメ蜂の巣駆除処理に要した費用の領収書
�〈２〉駆除前、駆除後の現場写真

�夏から秋にかけては、ハチの営巣活動が活発になる
季節です。宅地内での「ハチの巣駆除」につきましては、
ハチ駆除用具等の貸出を行っておりますので、必要な
方はご連絡ください。
貸出用途：蜂の巣に限る
貸出期間：１泊２日まで
貸出器具：①蜂防護服　②蜂駆除器具　③蜂駆除薬剤
※蜂用防護服は、蜂の攻撃から人体を完全に防護する
ものではなく、あくまでも補助的機能を果たすため
のものです。万が一、蜂用防護服を使用中に事故が
発生しても、町はその責任を負えませんのでご了承
ください。
●ご自分で駆除できないという方へ
�ご連絡いただければ、専門業者をご紹介いたします。
なお、駆除料金は巣がある場所や大きさで変わります
から、業者とご相談ください。スズメ蜂の巣駆除につい
ては補助助成があります。


